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平成３０年７月豪雨による主な鉄道の被害と復旧状況について（中国地方）

広島方

三原
方

※１ 運転再開期間は芸備線を除き2018（平成30）年
※２ ＪＲ山陽線は台風24号の影響で再び9月29日から下松駅～柳井間で

運休したが、10月13日に全線で運転再開した。
※３ ＪＲ芸備線は2019年4月4日から三次～中三田駅間で、暫定的に運転を

再開した。当該区間は集中的に線路改良工事を実施するため、2019年
7月25日～8月21日に終日列車を運休した。

①ＪＲ西日本 山陽線（本郷～河内）

広島方 三原方

沼田川

宮津方

水尻駅構内

②ＪＲ西日本 呉線（水尻駅構内）

・発災後、全国で最大３２事業者１１５路線で運転休止。
・ＪＲ山陽線は、斜面崩壊等により全線の運転再開に約３か月間を要した。ＪＲ芸備線は、約１５か月後の令和元年１０月２３日に全線で運転を再開した。

③ＪＲ西日本 芸備線（狩留家～白木山）

④井原鉄道 井原線（吉備真備駅）

（写真：時事通信社）

8月末迄に再開した路線
9月以降に再開した路線
10月以降に再開した路線

鉄道の主な被害等について（中国地方）

総社方神部方

広島方

備中神代方

ほんごう こうち かるが しらきやま

みずしり きびのまきび

第一三篠川橋りょう

平成30年9月30日運転再開 令和元年10月23日運転再開

平成30年10月28日運転再開 平成30年9月3日運転再開

山陽線 7月7日 本郷
ほんごう

～河内
こうち

　他 盛土崩壊等
9月30日

（10月13日）

伯備線
はくび　　　

7月5日 石蟹
いしが

～新見
にいみ

　他 変電所水没等 8月1日

呉線 7月7日 水尻
みずしり

駅　他 土砂流入等 10月28日

山陰線 7月8日 長門大井
ながとおおい

～越ヶ浜
こしがはま

斜面崩壊 7月21日

津山
つやま

線 7月7日 牧山
まきやま

～野々口
ののくち

　他 土砂流入等 8月5日

福塩
ふくえん

線 7月7日 備後本庄
びんごほんじょう

～横尾
よこお

 他 土砂流入等 10月18日

因美
いんび

線 7月7日 土師
はじ

～那岐
なぎ

　他 のり面崩壊等 8月31日

芸備線 7月7日 狩留家
かるが

～白木山
しらきやま

　他 橋りょう流失等

　狩留家
かるが

～中三田
なかみた

間

　　2019年10月23日

　三次
みよし

～中三田
なかみた

間

　　2019年4月上旬

岩徳
がんとく

線 7月9日 勝間
かつま

～大河内
おおかわち

　他 盛土流失等 9月22日

姫新
きしん

線 7月7日 久世
く　せ

～中国勝山
ちゅうごくかつやま

　他 土砂流入等 8月31日

木次
きすき

線 7月9日 油木
ゆき

～備後
びんご

落合
おちあい

土砂流入等 8月8日

井原
いばら

鉄道 井原
いはら

線 7月9日 吉備
きびの

真備
まきび

駅 駅施設等冠水 9月3日

錦川
にしきがわ

鉄道 錦川清流線 7月7日 川西
かわにし

～清流新岩国
せいりゅうしんいわくに

土砂流入 8月27日

ＪＲ西日本

4日

事業者名 路線 発生日 被災箇所等 概要
全線

運転再開
※１

※２

※３
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災害リスクについて（イメージ図）

鉄道用地鉄道用地外
（隣接地）

鉄道用地外
（隣接地）

倒壊のおそれのある立木

崩落のおそれの
ある岩

崩壊の恐れの
ある斜面

のり面防護 落石防護工

伐採

災害リスクのイメージ

簡易柵

遠隔地で
発生した土石流 老朽化・耐震性能

が不十分な
人工物

復旧にあたり一時
使用の必要な土地

用地外からの
水の流入
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樹木の伐採等

事前防災（樹木対策）

課 題：隣接地の危険木の早期伐採ができず、倒木による輸送障害等が発生

【事例】
○ 隣接した鉄道用地外において、強風など

により倒木の可能性のある樹木（危険木）
が確認された。鉄道事業者から、当該区域
内の樹木の伐採について土地所有者と協
議したが、当該地では、土地所有者との関
係づくりがうまくいっていなかったこともあり、
両者の間で協議が成立せず、土地所有者
による伐採も、鉄道事業者による伐採も同
意が得られなかった。その後、危険木が倒
れ、輸送障害が発生した。（地権者と鉄道
事業者との間に軋轢が生じている場合もあ
り、協議にすら応じてもらえないケースも散
見される。）

倒木による線路支障

鉄道用地外からの倒木が列車
に接触し、輸送障害が発生し
た事例
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災害対応・安全確保のための隣接地の一時使用

応急復旧（一時使用）

課 題：災害復旧時に隣接地の一時使用ができず、災害復旧工事に支障

【事例】

○ 災害発生後の応急復旧時において、早期
運転再開のため、一時的に鉄道用地外を使
用して重機等を搬入し、復旧工事を行おうと
した。

しかし、当該土地の土地所有者から一時使
用の理解が得られなかった。そのため、当該
土地を迂回して、線路側から作業員が現場
に入ることになり、重機等の搬入も困難と
なったことから、復旧工事を手作業で実施せ
ざるを得ず、運転再開に時間を要した。

隣接地を使用できなかった事例
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線路側から現場に入ることと
なり、復旧にロスが生じた

鉄
道
用
地

承諾が得られ
なかった土地



各事業における用地外の事前対策・応急復旧の現状

対象事業
【事前対策において】

用地外における措置・権限
【応急復旧において】

用地外の土地の一時使用など

鉄道 法的根拠無し 法的根拠無し

電気

（電気事業法第61条）
電気事業者は、障害を及ぼす若しくは及ぼす

おそれがある場合でやむを得ない場合は、経済
産業大臣の許可を得て、樹木の伐採・移植が可
能（ただし、重大な支障が生じる場合等では、経
産大臣の許可を受けず、伐採等が可能）

（電気事業法第58条）
電気事業者は、天災・事変その他の非常事態

が発生した場合など、他人の土地を利用する必
要であって、かつ、やむを得ない時は、経済産
業大臣の許可を得て、その土地を一時使用する
ことが可能（ただし、十五日以内の期間は、この
限りでない）

通信

（電気通信事業法第136条）
認定電気通信事業者は、障害を及ぼす若しく

は及ぼすおそれがある場合でやむを得ない場
合は、総務大臣の許可を得て、樹木の伐採・移
植が可能（ただし、重大な支障が生じる場合等
では、総務大臣の許可を受けず、伐採等が可
能）

（電気通信事業法第133条）
認定電気通信事業者は、天災・事変その他の

非常事態が発生した場合など、他人の土地を利
用する必要であって、かつ、やむを得ない時は、
総務大臣の許可を得て、その土地を一時使用
することが可能（ただし、十五日以内の期間はこ
の限りでない）

道路

（道路法第44条）
道路管理者は、沿道区域において、道路の構

造・交通に及ぼすべき損害・危険を防止するた
めに特に必要と認める時は、その区域にある土
地、竹木又は工作物の管理者に対し、損害等を
防止するための必要な措置を命ずることが可能

（道路法第68条）
道路管理者は、道路に関する非常災害時の

やむを得ない必要がある場合においては、災害
の現場において、必要な土地を一時使用し、又
は土石、竹木などを使用・収用・処分することが
可能

※鉄道事業者は鉄道施設に関する測量、工事等の必要があるときは、国土交通大臣の許可を得て、他人の土地への立入り又は
一時使用することは可能（鉄道事業法第22条）） 6
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法制度面から検討すべき事項 応急復旧

※ これらの行為には通常生ずべき損失の範囲で補償が必要と考えられる。

鉄道用地外における事前防災・応急復旧の考え方について
【検討会まとめ】

沿線の樹木等で鉄道施設に障害を及ぼすおそれが

あり、かつ、やむを得ないときにおいて、当該樹木

等の伐採や移植が可能となれば、安全・安定輸送に

対するリスクを大きく減らせると考えられる。電気

事業法や電気通信事業法にあるようなやむを得ない

場合に限って樹木の伐採又は移植ができる制度につ

いて、鉄道においても法制度の実現に向けてさらに

検討すべきである。

災害発生後の鉄道の早期復旧のためには、一定

の要件下で鉄道用地外を一時的に使用し、資材置

場や作業ヤードとして使用できる仕組みが必要と

考えられるため、鉄道においても電気事業法や電

気通信事業法と同様に法制度の実現に向けて検討

すべきである。

沿線の土石についても一定の要件下で鉄道用地内への流入を防ぐ措置が法的に位置づけられれば、災害リスクへ

の事前の対応が可能になると考えられる。公物における法令、例えば道路法44条においては沿道区域を指定した上で

処分することが可能となっている一方で、電気事業法や電気通信事業法には土石の処分等に関する規定がないことを

踏まえ慎重な検討が必要であり、継続して法制度の実現に向けての課題の整理をおこなうべきである。

○法制度としての実現に向け、以下について検討を進めるべきである。

②鉄道用地外への立入り、一時使用等①樹木の伐採等

○以下については慎重な検討が必要であるため、継続して法制度の実現に向けて課題を整理す
べきである。

③土石の処分等

事前防災
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事前防災 応急復旧

鉄道への物的、人的被害を抑える取組み
（リスク評価の実施、関係機関との更なる連携 等）

やむを得ない場合における
鉄道用地外の調査や植物
の伐採、移植等の対策を
可能とする仕組み

やむを得ない場合にお
ける災害復旧時に鉄道
用地外の一時使用を可
能とする仕組み

法制度の検討

法制度以外の検討

※制度面の検討にあたっては、他法令との並びに留意する必要がある。

鉄道用地外における事前防災・応急復旧の考え方について
【検討会まとめ】

鉄
道
用
地
外
の
調
査

平常時 災害接近時 災害発生時

【
ハ
ー
ド
対
策
】

樹
木
の
伐
採
等
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鉄道用地外からの災害対応検討会 委員名簿

家田 仁 政策研究大学院大学 教授

伊藤 栄寿 上智大学 教授

梅林 啓 西村あさひ法律事務所 弁護士

笹原 克夫 高知大学 教授

飛山 龍一 全国森林組合連合会 常務理事

島村 昭志 北海道旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部工務部長

中西 雅明 東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部設備部長

川越 洋 東海旅客鉄道株式会社
総合技術本部技術企画部担当部長

金岡 裕之 西日本旅客鉄道株式会社 鉄道本部施設部長

高瀬 直輝 四国旅客鉄道株式会社 工務部長

吉野 敏成 九州旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部施設部長

古川 真司 京浜急行電鉄株式会社 鉄道本部施設部長

藤井 高明 西武鉄道株式会社 工務部長

寺本 泰久 近畿日本鉄道株式会社
鉄道本部企画統括部技術管理部長

上畑 直人 南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部工務部長

太田 直之 （公財）鉄道総合技術研究所 防災技術研究部長

髙橋 俊晴 （一社）日本民営鉄道協会 常務理事技術部長

西浦 智幸 総務省総合通信基盤局電気通信事業部
事業政策課ブロードバンド整備推進室長

大谷 太 法務省民事局参事官

橘 政行 林野庁森林整備部計画課長

大政 康史 林野庁森林整備部治山課長

曳野 潔 資源エネルギー庁電力・ガス事業部
電力基盤整備課長

横山 征成 国土交通省大臣官房参事官（土地政策）

千葉 信義 国土交通省道路局路政課長

渡辺 学 国土交通省道路局環境安全・防災課長

三上 幸三 国土交通省水管理・国土保全局
砂防部砂防計画課長

江口 秀二 国土交通省大臣官房
技術審議官（鉄道局担当）

大野 達 国土交通省鉄道局総務課長

杉野 浩茂 国土交通省鉄道局施設課長

（順不同、敬称略）

（令和２年２月時点）

◎

◎：座長


